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万葉クリニックでは開設以来、精神科デイケアを運営してきました。

精神科デイケアとは外来診療の一環であり、社会行動に困難を感じている方や自立した
生活を目指す方が、規則正しい生活を送り、個々に応じたプログラムを受けることで
機能の回復を図る日帰りリハビリテーションのことを指します。

近年、高齢者の利用が増えており、認知症の進行予防や介護予防に向けたプログラムの
必要性が高まってきました。そこで当院では、高齢者のためのデイケア「万葉カフェ」
を開設しました。

多職種によるサポートのもと、認知症の進行予防のための脳活性化プログラムや
機能訓練の実施のほか、食事・排泄・入浴などの基本的な生活の援助を受けることが
できます。
また、精神科医が配置されているため、認知面や精神症状が悪化しても緊急に受診し、
早期対応することができる体制を整えています。（歯科・皮膚科も受診可能です。）

和やかに過ごせる空間で、さまざまなプログラムや交流ができる場所となっています
ので、ぜひカフェに行くような気軽な気持ちで通ってみて下さい。

高齢者対応精神科デイケア 「万葉カフェ」 オープン！
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対象者

認知機能の低下や精神疾患がある高齢者
・ 認知症の症状が疑われる方
・ 認知症を予防したい方
・ 家にこもりがちになる方
・ 昼間、一人で家におられる方
・ 仲間や生きがいを見つけたい方

※介護保険との関係について
「万葉カフェ」は医療保険の適用となります。
介護保険のデイサービス等との併用ができます。また、介護保険における
要介護認定が非該当の方や要支援の方も利用も可能です。
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サービス概要

利用日 月曜日から土曜日（年末年始を除く）
利用時間 ９：３０～１５：３０（昼食付）
送迎範囲 橿原市および周辺地域

サービス内容

・診 療 ：精神科医師が担当します。
体調不良になった場合の診療も行います。

・認知症対策：脳活性化プログラムや認知症予防プログラムを通して
認知機能の維持・改善を目指します。

・機能訓練 ：理学療法士による機能訓練や言語聴覚士による嚥下
訓練も対応可能です。

・食 事 ：管理栄養士によるバランスのとれた食事を提供します。
普通食・刻み食・粥食等のほか糖尿病食等の治療食や
特別食にも対応いたします。

・入 浴 ：介助が必要な方や普段入浴をしたがらない方も大きな
浴槽で安心して入浴することができます。

・送 迎 ：スタッフが付き添って、ご自宅まで送り迎えします。
・そ の 他 ：療養生活上の問題や介護・福祉の相談に対応します。

◎職員体制 精神科医師・看護師・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士
精神保健福祉士・公認心理師・介護スタッフ

一日の流れ

８：４５ 送迎
９：３０ 朝の会・健康チェック

１０：００ 入浴
機能訓練・認知症予防プログラム
口腔体操

１２：００ 昼食・口腔ケア
１３：１５ 昼の会
１３：３０ 集団プログラム・脳活トレーニング
１５：１５ 帰りの会
１５：４０ 送迎

※当院には歯科と皮膚科もありますので、ご利用に合わせて
受診可能です。

※１９：３０までのデイナイトケアもご相談の上、利用可能です。
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費用について（１日あたり）

※利用回数は当院の医師の指示により週１～６回まで利用することができます。
※万葉カフェは精神通院医療となるため自立支援医療制度の対象となります。

医療費の負担割合 開始後1年以内の場合 開始後1年超の場合

１割負担 ８２０円 ７７０円

２割負担 １,６５０円 １,５５０円

３割負担 ２,４７０円 ２,３２０円

自立支援医療（精神通院医療）について

通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費の自己負担を軽減する
ための公費負担医療制度です。
①医療費の負担割合が一律で1割負担に軽減されます。
②また、この1割が高額にならないように1か月あたりの負担には世帯の
所得に応じて上限が設けられています。

③長期にわたり治療を継続しなければならない方については、さらに
軽減措置があります。

※負担上減額は0円～20,000円の間で設定されます。
※自立支援医療制度は市町村で支給認定された方が対象となります。
詳しくは当院の医療相談課にてお問い合わせください。

利用するには

精神科医の診察の上、精神科デイケア利用の判断が必要です。
まずは当院の医療相談課にお気軽にご相談ください。
◎連絡先 ０７４４－２６－２３２３（医療相談課直通）


